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第３章 聴覚・平衡機能障害 

 

第１ 障害程度等級表解説 

１ 聴覚障害 

（１） 聴力測定には純音による方法と言語による方法とがあるが、聴力障害を表

すにはオージオメータによる方法を主体とする。 

（２） 聴力測定は、補聴器を装着しない状態で行う。 

（３） 検査は防音室で行うことを原則とする。 

（４） 純音オージオメータ検査 

ア 純音オージオメータはＪＩＳ規格を用いる。 

イ 聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数 500、1,000、2,000

ヘルツの純音に対する聴力レベル（㏈値）をそれぞれ a、b、c とした場合、

次の算式により算定した数値とする。 

      a＋2b＋c 

        4              

周波数 500、1,000、2,000 ヘルツの純音のうち、いずれか 1 つ又は 2 つの

周波数において 100㏈の音が聴取できない場合は、当該部分の㏈を 105 ㏈と

し、上記算式を計上し、聴力レベルを算定する。 

なお、前述の検査方法にて短期間中に数回聴力測定を行った場合は、最小

の聴力レベル（㏈値）をもって被検査者の聴力レベルとする。 

（５） 言語による検査 

ア 語音明瞭度の検査語は、次に定める語集による。検査に当たっては、通常

の会話音の強さでマイク又は録音機により発声し、その音量を適度に調節し、

被検査者に最も適した状態で行う。 

検査語はその配列を適宜変更しながら 2秒から3秒に1語の割合で発声し、

それを被検査者に書きとらせ、その結果、正答した語数を検査語の総数で除

して、求められた値を普通話声の最良の語音明瞭度とする。 
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語 音 明 瞭 度 検 査 語 集 

イ シ タ オ ノ マ ナ カ ト テ 

ニ ク コ ワ デ ガ ス キ サ ウ 

ラ モ ル ア ツ リ ダ ヨ チ ハ 

ミ レ エ ソ ヤ ネ ド ケ セ ロ 

バ ジ メ ヒ フ ム ゴ ホ ユ ズ 

 

イ 聴取距離測定の検査語は良聴単語を用いる。大声又は話声にて発声し、遠

方より次第に接近し、正しく聴こえた距離をその被検査者の聴取距離とする。 

ウ 両検査とも詐病には十分注意すべきである。 

 

２ 平衡機能障害 

（１） 「平衡機能の極めて著しい障害」とは、四肢体幹に器質的異常がなく、他

覚的に平衡機能障害を認め、閉眼にて起立不能、又は開眼で直線を歩行中 10

ｍ以内に転倒若しくは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをい

う。 

（２） 「平衡機能の著しい障害」とは、閉眼で直線を歩行中 10ｍ以内に転倒又は

著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいう。 

具体的な例は次のとおりである。 

ア 末梢迷路性平衡失調 

     イ 後迷路性及び小脳性平衡失調 

     ウ 外傷又は薬物による平衡失調 

     エ 中枢性平衡失調 
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第２ 身体障害認定要領 

１ 診断書の作成について 

（１） 「身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害

用)」について 

ア 「①障害名」について 

     「聴覚障害」「平衡機能障害」の別を記載する。「聴覚障害」の場合には

「内耳性難聴」「後迷路性難聴」「中枢性難聴」等の別がわかれば付加記載

するのが望ましい。また語音明瞭度を用いた診断には「語音明瞭度著障」等

と付加記載する。 

     「平衡機能障害」については、「末梢性平衡失調」「中枢性平衡失調」「小

脳性平衡失調」等、部位別に付加記載するのが望ましい。 

     「ろうあ」で聴覚障害及び言語障害で 1 級を診断する場合には「聴覚障害

及びそれに伴う言語障害」と記載する。 

イ 「②原因となった疾病・外傷名」について 

     障害をきたすに至った病名、症状名をできるだけ記載するのが望ましい。

例えば、「先天性風疹症候群」「先天性難聴」「遺伝性難聴」「ストレプト

マイシンによる難聴」「老人性難聴」「慢性化膿性中耳炎」「音響外傷」「髄

膜炎」「メニエール病」「小脳出血」等である。また原因が不明の場合には

「原因不明」と記載する。        

   ウ 「③疾病・外傷発生年月日」について 

発生年月日が不明の場合には、その疾病で最初に医療機関を受診した年月

日を記載する｡月、日について不明の場合には、年の段階にとどめることとし、

年が不明確な場合には、○○年頃と記載する。 

エ 「④参考となる経過・現症」について 

     後欄の状況、及び所見欄では表現できない障害の具体的状況、検査所見等

を記載すべきである。例えば先天性難聴では「言語の獲得状況はどうか」等

であり、後天性難聴では「日常会話の困難の程度」「補聴器装用の有無、及

び時期はいつか」「手術等の治療の経過はどうか」等、障害を裏付ける具体

的状況を記載する。また十分な聴力検査のできない乳幼児においては、聴性

脳幹反応、蝸電図等の他覚的聴覚検査の結果も記載するのが望ましい。なお、

聴覚障害で身体障害者手帳を所持していない者に対し、２級を診断する場合

には、聴性脳幹反応等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査を実施し、

その結果（実施した検査方法及び検査所見）を記載し、記録データのコピー
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等を添付すること。 

     平衡機能障害についても「介助なしでは立つことができない」「介助なし

では歩行が困難である」等、具体的状況を記載するのが望ましい。 

   オ 「⑤総合所見」について 

     「④参考となる経過・現症」又は個別の所見欄に書かれた現症の事項によ

り、総合的な所見を記載する。将来障害が進行する可能性のあるもの、手術

等により障害程度に変化が予測されるもの、また確定的な検査の望めない乳

幼児の診断は将来再認定の必要性を有とし、その時期を記載する。 

カ 「１ 「聴覚障害」の状態及び所見」について      

     幼児でレシーバによる左右別の聴力測定が不可能で、幼児聴力検査で両耳

聴による聴力を測定した場合は、その旨を記載する。  

     鼓膜の状態の記載は、具体的に記載する。例えば混濁、石灰化、穿孔等あ

れば、その形状も含めて記載する。また耳漏の有無も記載するのが望ましい。 

     聴力図には気導域値のみではなく、骨導域値も記載する。    

     語音による検査の場合、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度を測定す

るのであるから、必ず両側の語音明瞭度を測定し記載する。 

キ 「２ 「平衡機能障害」の状態及び所見」について   

     四肢体幹に器質的異常のない旨、併記するのが望ましい。眼振等の他の平

衡機能検査結果も本欄又は「参考となる経過・現症」欄に記載するのが望ま

しい。  

 

２ 障害程度の認定について 

（１） 聴覚障害の認定は大部分は会話音域の平均聴力レベルをもとに行うので、

聴力図、鼓膜所見等により、その聴力レベルが妥当性のあるものであるかを

十分検討する必要がある。 

     聴力図に記載された聴力レベルと平均聴力レベルが合わないような場合、

感音性難聴と記してあるにもかかわらず、聴力図では伝音性難聴となってい

るような場合等は、診断書を作成した指定医に照会し、再検討するような慎

重な取扱いが必要である。    

（２） 乳幼児の聴覚障害の認定には慎重であるべきである。乳幼児の聴力検査は

かなりの熟練が必要であり、それに伴い検査の信頼度も異なってくるので、

その診断書を作成した指定医ないしはその所属する施設の乳幼児聴力検査の

経験を考慮し、かつ他覚的聴力検査法の結果等、他に参考となる所見を総合
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して判断し､必要があれば診断書を作成した指定医に照会するなどの処置が

必要である。 

（３） 伝音性難聴の加味された聴覚障害の認定に当たっては、中耳等に急性の炎

症がないかどうかを鼓膜所見より判断する必要がある。特に耳漏等が認めら

れる鼓膜所見では、その時点では認定をすべきではないので、その旨診断書

を作成した指定医に通知するのが望ましい。 

（４） 慢性化膿性中耳炎等、手術によって聴力改善が期待できるような聴覚障害

の認定に当たっては、それまでの手術等の治療、経過、年齢等を考慮して、

慎重に取扱い、場合によっては再認定の指導をするべきである。 

（５） 「ろうあ」を重複する障害として 1級に認定する場合、「あ」の状態を具

体的にする必要があり、「あ」の状態の記載、例えば「音声言語をもって家

族とも意思を通ずることは不可能であり、身振り、筆談をもってすることが

必要である」等の記載がないときは、診断書を作成した指定医に照会する等

の対処が必要である。 

（６） 語音明瞭度による聴覚障害の認定に当たっては、年齢、経過、現症、他の

検査成績等により、慎重に考慮し、場合によっては診断書を作成した指定医

に照会する等の配慮が必要である。 

（７） 聴覚距離測定による聴覚障害の認定は、なんらかの理由で純音聴力検査が

できない場合に適応されるものであり、その理由が明確にされている必要が

ある。経過、現症欄等を参考として、慎重に対処する必要がある。 

（８） 平衡機能障害の認定に当たっては、現疾患、発症時期等により状況がかな

り違ってくるので、その取扱いには慎重を要し、場合によっては診断書を作

成した指定医に照会する等の対処が必要である。 

 


